（別紙）

○○○○協議会　規約（作成例）
（名　称）

第１条　本会は「○○○○協議会」と称する。

（目　的）

第2条　本会は、農業者が有機農業に容易に取り組め、また、消費者が有機農業により生産される農産物を容易に入手できるよう、有機農業の振興の核となるモデルタウンを育成し、有機農業の取組の面的拡大を図ることを目的とする。
（事　業）

第３条　本会の目的を達成するために次の事業を行う。
（１）有機農業の参入希望者に対する指導・助言

（２）地域の立地条件に適応した有機農業の技術を確立するための実証ほの設置

（３）有機農業により生産される農産物の流通・販売の促進活動

（４）消費者等に対する普及啓発、有機農業者と消費者等の交流活動

（５）その他この事業の目的を達成するために必要な取組

（構成員）

第４条　本会は本会の目的に賛同する有機農業者、ＮＰＯ法人○○○○、○○農業協同組合、○○農業協同組合、○○○○をもって組織する。
（活動区域）

第５条　本会の活動区域は、○○県○○市、○○市、○○市、○○町、○○町、○○町とする。

（役　員）
第６条　本会の運営を円滑にするために次の役員をおく。
　　（１）代表：１名　代表は本会を代表して事業計画、他会務を処理する。
　　（２）会計：１名　会計は本会の会計を処理する。

　　（３）監事：２名　監事は本会の業務および財産について監査し、その結果を総会において報告する。

（選　任）
第７条　代表、会計、監事は総会において構成員から選任する。
（総　会）

第８条　総会は代表が召集し、本会の運営に関する重要な事項について審議決定する。審議決定は会員の２分の１以上の賛成による

総会は、毎年１回開催する。

（事務局）
第９条　　事務局は○○○法人○○○○内に置く。
（事業費）
第１０条　事業費は、事業規模に沿って各自負担とする。
（会計年度）

第１１条　本会の会計年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。

（規約の改廃）
第１２条　本会規約は総会の議決により改廃される。
【附則】

　本規約は平成　　年　月　　日から施行する。

以上、○○○○事業体の設立のため、この規約を作成し、発起人が記名押印する。

平成○○年○○月○○日

発起人　　　○○○○　印
住　所　　　○○県○○○○○○
発起人　　　○○○○　印

住　所　　　○○県○○○○○○
発起人　　　○○○○　印

住　所　　　○○県○○○○○○
発起人　　　○○○○　印

住　所　　　○○県○○○○○○
発起人　　　○○○○　印

住　所　　　○○県○○○○

発起人　　　○○○○　印

住　所　　　○○県○○○○

○○○○協議会　事業体制

平成○○年○○月○○日
○○○○協議会
事業責任者（代表者）　　○○○○　　○○○法人　○○○○○○○　理事長
実施者　　　　　　　　　○○○○　　○○○○町　町長　
実施者　　　　　　　　　○○○○　　○○○○農業協同組合　組合長理事
実施者　　　　　　　　　○○○○　　有機農業者
実施者　　　　　　　　　○○○○　　○○○○○○○○
会計　　　　　　　　　　○○○○　　○○○○○○○○
監事　　　　　　　　　　○○○○　　○○○○○○○○
監事　　　　　　　　　　○○○○　　○○○○○○○○

○○○○協議会　会計規定（作成例）
平成○○年○○月○○日

○○○○協議会

　
第１条　会計処理は、常に収支を明確にしておき、事業体規約の諸条項の趣旨に添って、厳格に行うものとする。

第２条　銀行印は、代表が保管するものとする。

第３条　支払いは、原則として代表の承認印ある請求書によるものとする。

第４条　年度末の決算関係書類及び個別事業決算書類は、原則として事務局において、監事立ち会いの上、会計監査を受けるものとする。

第５条　年度末の決算関係書類及び個別事業決算書類ほか会計処理に係る書類は各会計年度の終了後、１０年間、保管するものとする。
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